
４年度 年度 年度 年度 年度 計

円 円 円 円 円 円

22,332,673 22,332,673

18,000,000 18,000,000

事業の改善措置及び今
後の対応

今後も車両更新計画に基づき，車両の更新を行っていく。

事業の評価に際しての
第三者機関の活用の有
無

　無

注：１　基金事業の場合には，事業費及び交付金額の欄に，年度ごとの基金造成額（交付金・市町村費等・その他・運用益・
　　計），基金処分額及び基金残額についても記載すること。
　  ２　事業の評価に際して第三者機関を活用した場合は，当該第三者機関の名称及び構成員等を記載すること。

補助事業の始期及び終期 　令和４年度

事 業 費 及 び 交 付 金 額 事業費

交付金額

補助事業の成果及び評
価並びに地域住民への
周知の実施状況

【補助事業の成果及び評価】
　ごみ収集車(２ｔ積じん芥車３台及び軽ダンプ車１台）を更新したことにより、安定
継続した収集業務が行われている。
　現場職員へのアンケート調査を実施し「更新をしたことにより，収集計画に支障
がなくなった」等の回答があった。
【地域住民への周知】
①交付金事業であることを購入車両本体へ掲載
②全戸配布の「ゴミ出しカレンダー」の表紙へ記載
③ホームページへ掲載

実 施 場 所 　呉市広多賀谷３丁目８番７号

補 助 事 業 の 成 果 の 目 標

　本市所有のごみ収集車の多くは，既に耐用年数を超過しているため，故障と修
理が多発し，ごみ収集の遅れなどの不具合が発生している。
　このため，老朽化したごみ収集車両を順次更新することにより，安定継続したご
み収集事業を展開し，市民の生活環境の改善を確保する。

補 助 事 業 の 内 容 　２ｔじん芥車３台及び軽ダンプ車１台

付紙様式第２　

事　　業　　評　　価　　書

補 助 事 業 名
　呉港に所在する防衛施設関連公共用施設（環境衛生施設：ごみ収集車）整備
事業

補 助 事 業 者 名 　呉市長



　

円 円 円 円 円 円 円

円 円 円 円 円 円 円

　

注：１　基金事業の場合には、事業費及び交付金額の欄に、年度ごとの基金造成額（交付金・市町村費等・

　　　その他・運用益・計）、基金処分額及び基金残額についても記載すること。

    ２　事業の評価に際して第三者機関を活用した場合は、当該第三者機関の名称及び構成員等を記載する

　　　こと。

付紙様式第２

事　業　評　価　書

補 助 事 業 名
呉港に所在する防衛施設関連特定事業
（教育、スポーツ及び文化に関する事業：小・中学校講師等配置事業）

補 助 事 業 者 名 呉市長

実 施 場 所 呉市内小・中学校

補助事業の成果の目標

　本市の公立小学校及び中学校に常勤する教職員は，広島県が定めた配当基準に
基づいた配置となっており，人数が限られていることから，学校の実状に応じた
児童生徒に対するきめ細やかな教育指導を行うことに支障をきたしているところ
である。
　このため，講師（非常勤）等を加配し，学校や児童生徒一人一人の状況に応じ
たきめ細やかな教育指導ができる環境を整えることで，学校教育の充実を図る。

補 助 事 業 の 内 容 教育推進加配講師，小中一貫教育推進加配講師の配置

補助事業の始期及び終期 令和４年７月１日から令和５年２月２８日まで

事 業 費 及 び 交 付 金 額

４年度 年度 年度 年度 年度 計

31,494,938

交付金額 26,000,000

事 業 費 31,494,938

補助事業の成果及び評価
並びに地域住民への周知
の実施状況

　教職員，児童生徒及び保護者に対してアンケートを実施することにより，次の
とおり確認した。
　①教育推進加配講師の配置は，児童生徒に対するきめ細やかな指導に役立っ
　　ていることを，児童生徒だけでなく，教職員や保護者も感じていることが
　　分かった。また，児童生徒の学力向上や学習習慣の定着がみられた。
　②小中一貫教育推進加配講師の配置により,中学校から小学校への乗り入れ授
　　業の充実と,小学校における外国語・外国語活動の指導方法や指導体制の充
　　実が図られた。
　また,呉市ホームページで加配講師の活動や交付金事業を紹介することで,市民
への周知を図った。

事業の改善措置及び今後
の対応

　今後も，きめ細かい指導や支援が必要な児童生徒への対応を行えるよう，学校
のニーズに応じた加配講師の配置を行い，学校教育の充実を図るため，事業を継
続する。

事業の評価に際しての
第三者機関の活用の有無

なし

年度

26,000,000



　

円 円 円 円 円 円 円

円 円 円 円 円 円 円

注：１　基金事業の場合には、事業費及び交付金額の欄に、年度ごとの基金造成額（交付金・市町村費等・

　　　その他・運用益・計）、基金処分額及び基金残額についても記載すること。

  　２　事業の評価に際して第三者機関を活用した場合は、当該第三者機関の名称及び構成員等を記載する

　　　こと。

事業の評価に際しての第
三者機関の活用の有無

なし

64,234,000

補助事業の成果及び評価
並びに地域住民への周知
の実施状況

　特別支援学級指導員及び生徒指導員を配置することにより、常勤する教職員
の負担の軽減を図ることができ、児童生徒の学習への不安の軽減等が図られた
ことで、学校の実情に応じたきめ細やかな指導ができる環境を整え、学校教育
の充実が図られたことを特別支援学級指導員評価票及び生徒指導員評価票によ
り確認した。
　また、呉市のホームページで活動を紹介することで、市民への周知をするこ
とができた。

事業の改善措置及び今後
の対応

　今後も、学校教育の充実を図り、学校のニーズに応じた学校支援員の配置を
行い、きめ細かい指導や支援が必要な児童生徒への対応を行うため、事業を継
続する。

交付金額 64,234,000

計

事 業 費 78,026,123 78,026,123

補助事業の始期及び終期 令和４年７月１日から令和５年２月２８日まで

事 業 費 及 び 交 付 金 額

４年度 年度 年度 年度 年度 年度

実 施 場 所 呉市内小・中学校

補助事業の成果の目標

　本市の公立小学校及び中学校に常勤する教職員は、広島県が定めた配当基準
に基づいて配置され、学校の実情に応じた指導を行うためには、人数が限られ
ていることから、児童生徒に対するきめ細やかな教育指導に支障をきたしてい
るところである。
　このため、学校支援員として非常勤の職員を配置し、児童生徒一人一人の状
況に応じたきめ細やかな教育指導ができる環境を整えることで、学校教育の充
実を図る。

補 助 事 業 の 内 容 特別支援学級指導員及び生徒指導員の配置

付紙様式第２

事　業　評　価　書

補 助 事 業 名
　呉港に所在する防衛施設関連特定事業
　（教育、スポーツ及び文化に関する事業：学校支援員配置事業）

補 助 事 業 者 名 呉市長



令和４年度 年度 年度 年度

事 業 の 改 善 措 置 及 び
今 後 の 対 応

　今後は年に一度メンテナンスを行い，機器の維持管理に努める。

事業費

円

15,840,000

円

注：１　基金事業の場合には、事業費及び交付金額の欄に、年度ごとの基金造成額(交付金・市町村費等・
　　　その他・運用益・計）、基金処分額及び基金残高についても記載すること。

円

15,840,000

円

13,000,000

円 円

年度

事 業 費 及 び 交 付 金 額

円 円

　　無

付紙様式第２

事　　業　　評　　価　　書

補 助 事 業 者 名 　呉市長

補 助 事 業 名
　呉港に所在する防衛施設関連公共用施設（環境衛生施設：ガスクロマトグラフ
質量分析計購入）整備事業

実 施 場 所 　呉市青山町５番３号

　ガスクロマトグラフ質量分析計は，工場廃水等に含まれる環境や人体に悪影響
を与える揮発性有機化合物等の測定に使用しているが,補修部品の供給期間の終
了により,故障時の部品調達に時間がかかり,分析の中断が相次いでいる。
　このため,分析機器を更新することによって安定的な検査態勢を保つことが可
能となる。
　ついては，環境や人体に悪影響を与える物質の監視業務の改善が見込まれ，生
活環境の保全及び市民の健康保護に寄与することができる。

円

補助事業の成果及び評価
並びに地域住民への周知の
実 施 状 況

　本事業を実施したことにより，故障による検査の中断が発生せず，分析機器の
安定化待ち日数も大幅に短縮されたことにより，安定した検査態勢を保つことが
できるようになった。
　また，来庁者へのアンケート調査を実施した結果，「環境監視業務が滞りなく
実施されることに安心する」との評価が得られ，生活環境の保全及び市民の健康
保護に寄与されたことが確認できた。
　本施設のガスクロマトグラフ質量分析計更新が，特定防衛施設周辺整備調整交
付金による事業である旨を事務室出入口，機器本体へ掲示及び呉市HPへの掲載を
実施し，地域住民への周知を図った。

補助事業の成果の目標

補助事業の始期及び終期 　令和４年８月３１日から令和５年１月１６日まで

　　２　事業の評価に際して第三者機関を活用した場合は、当該第三者機関の名称及び構成員等を記載すること。

計

補 助 事 業 の 内 容 　ガスクロマトグラフ質量分析計購入

　

円

交付金額

円

13,000,000

円

事業の評価に際しての第三者
機関の活用の有無








